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令和元年第１０回教育委員会会議録 

 

■会議名 令和元年第１０回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和元年１０月２８日（月）午前９時３０分から午前１０時００分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室３ 

■出席者 教育委員会委員 

教育長      富本 正昭 

教育長職務代理者 中村 吉治 

委員       安明 明子 

委員       井手 和代 

委員       新田 哲也 

     事務局 

教育部長         立花 武彦 

教育部理事兼学校教育課長 石本 秀樹 

教育部生涯学習課長    秋月 貴彦         

教育部教育みらい課長   二重 幸生 

教育部学校教育課参事   三好 泰隆 

教育部教育みらい課参事  道口 康子 

 

■傍聴者数 なし 

■会議録署名委員 新田委員 

■議事日程 

日程第１・報告第３２号「行事等報告について」 

日程第２・報告第３３号「町立各学校園保育所行事について」 

日程第３・議案第３１号「忠岡町立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部改正について」 

         

 その他 
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■会議の内容 

富本教育長 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二重課長 

 

富本教育長 

 

ただ今から令和元年第１０回忠岡町教育委員会定例会を開催致しま

す。 

（ 開会 午前９時３０分 ） 

 

本日の応召委員は４名で、出席委員は同数であります。 

従いまして委員会は成立しております。 

本日の傍聴の申し出はございません。 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教

育長の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、新田委員にお願いいたします。 

次に、教育長の報告をさせていただきます。 

昨日は、町民体育大会本当にありがとうございました。天候ですが、

午前中は曇っており肌寒かったですが、後半は回復し、日差しもあ

り良い一日を過ごせたかと思います。 

学校園の状況ですが、それぞれの小中学校では、先生方が頑張って

くれており、子どもたちも落ち着いた状況で学校生活を過ごしてく

れています。２学期はオープンスクールも予定していますので、教

育委員の皆様にも、どういう状況かを見ていただけたらと思ってお

ります。中学校も、本当に先生方が頑張ってくれており、住民の方

からも「落ち着いているね。」との声をいただきます。ただ校長先生

それから生徒指導の先生とは、「緩むのは、一瞬で緩んでしまう。」

と常々言っております。さらに前進していけるよう、頑張っていき

たいと思っておりますので今後もよろしくお願いいたします。 

以上、報告とさせていただきます。 

 

それでは議事の方へ入らせていただきます。 

議事日程を事務局より朗読をお願いいたします。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

日程第１・報告第３２号「行事等報告について」を議題と致します。 

事務局より議案の朗読を願います。 
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二重課長 

 

富本教育長 

 

秋月課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

議案書の３ページをお願いいたします。 

令和元年９月分、社会教育行事等報告書についてご説明いたします。 

９月８日（日）町民ゲートボール大会（町民グランド） 

 １６日（月）こども会秋の球技大会（町民グランド） 

 １７日（火）泉北ブロックこども会会議（堺市役所） 

 ２４日（火）体育協会会議（青少年センター） 

 ２５日（水）スポーツ少年団会議（青少年センター） 

 ２６日（木）体育大会実行委員会（文化会館） 

続きまして、４ページ、５ページをお願いいたします。 

忠岡町児童館事業報告書につきまして、児童教室の利用者数及び児

童館利用者数は特に変わりありませんでした。 

次に６ページをお願いいたします。 

ふれあいホールの使用状況ですが、７件の利用があり、今回有料で

の利用はありませんでした。 

続きまして、７ページをお願いいたします。 

コパンスポーツセンター忠岡の利用状況ですが、7,665 人の利用が

ございました。年齢階層別の利用状況につきましては、例月どおり

７０代の方の利用が１番多くなっております。 

続きまして８ページをお願いいたします 

文化会館講座の事業報告ですが、単発の講座といたしまして、９月

１日（日）チャレンジ ザ ギター 参加者５人 

８日（日）こどもたちのＳＯＳに気づいていますか？  

参加者１８人 

１９日（木）悠々倶楽部 参加者２４人 

２０日（金）エコソープ作り 参加者１３人 

２２日（日）男の料理塾 参加者５人 

４日・１１日・１８日・２５日（水）朝活ピラティス  

参加者１８人 

２７日（金）水キムチ作り 参加者１６人となっております。 

続きまして、１０ページから１４ページにかけまして、文化会館活

動一覧表および一般利用状況表につきましては、特に変わりありま

せんでした。 
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富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

二重課長 

 

富本教育長 

 

道口参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ページをお願いいたします。 

貸出図書利用状況表についてですが、おはなし会を４回行い、１１

人の参加がありました。 

説明は以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです、ご質疑を承ります。 

何かございませんか？よろしいですか？ 

ご質疑がないようですので、日程第１・報告第３２号「行事等報告

について」を報告どおり承認することにご異議ございませんでしょ

うか？ 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。

次に日程第２・報告第３３号「町立各学校園保育所行事について」 

を議題といたします。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（  議案朗読  ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

保育所、幼稚園の行事について報告をさせていただきます。 

議案書の１９ページをご覧ください。 

８日（火） 交通安全大会（５歳児） 

１６日（水） イングリッシュディ（５歳児） 

２３日（水） 避難訓練（火災） 

２８日（月） 縦割り小運動会（３歳児～５歳児） 

 

続きまして、幼稚園の行事を報告させていただきます。 

２０ページをご覧ください。 

 ８日（火）東忠岡小学校の音楽朝礼参加（年長児） 

１５日（火）～２４日（木）令和２年度入園願書受付 

１８日（金）避難訓練（不審者侵入） 

２４日（木）祖父母のための運動会 

２７日（日）町民体育大会へ参加（年長児） 

保育所・幼稚園の行事については以上です。 



5 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

富本教育長 

 

 

石本理事 

 

小中学校の行事についてご報告させていただきます。 

２１ページをお願いいたします。 

忠岡小学校ですが、 

 ３日（木）音楽鑑賞会 

 ８日（火）学校水泳 

１０日（木）陸上記録会（６年生） 

１１日（金）避難訓練（地震・津波） 

２５日（金）オープンスクール 

２８日（月）非行防止教室（５年生） 

３０日（水）全校マラソン開始 

続いて２２ページをお願いいたします。 

東忠岡小学校でございます。 

 １日（火）水泳学習（３、６年生） 

３日（木）～４日（金）５年生宿泊体験学習 

８日（火）薬物乱用防止教室（６年生） 

１０日（木）陸上記録会（６年生） 

１６日（水）オープンスクール 

１８日（金）避難訓練（不審者対応） 

２１日（月）全校マラソン開始 

続いて２３ページをお願いいたします。 

忠岡中学校でございます。 

 ２日（水）薬物乱用防止教室（１年生） 

 ４日（金）芸術鑑賞 

１０日（木）～１１日（金）中間テスト 

２３日（水）第３回実力テスト（３年生） 

２５日（金）第２回進路説明会 

３０日（水）オープンスクール 

以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

学校水泳が今までより遅い時期に実施されていますが、保護者の皆

さんから何かご意見なり反響とかがあったのでしょうか。 

 

インストラクターの方に丁寧に指導していただいており、保護者か

らは、特にございません。ただ、時期が少し寒くなっていますの
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富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石本理事 

 

三好参事 

 

富本教育長 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

二重課長 

 

富本教育長 

 

で、行き帰りには学校で上着を羽織って行くなど配慮はしておりま

す。 

 

例年は、９月中に終わっていましたが、１０月そして１１月に入っ

てまでありますので、保護者の方から何か声が出ているかと思った

のですがそれはないようですね。 

 

他に何かございませんでしょうか。 

 

もう１点よろしいでしょうか。 

忠岡小学校のマラソン大会ですが、従前は、河川敷でやっていたと

思いますが、今はどこの場所で行っているのでしょうか。 

 

申し訳ございません。確認ができておりません。 

 

昨年は、町民グランドで行いました。 

 

河川敷で行いますと、雨の影響などが気になります。東忠岡小学校

では早くから校内で行うように、決めたようです。 

他に何かございませんか。 

 

他にないようですので、日程第２・報告第３３号「町立各学校園保

育所行事について」を報告どおり承認することにご異議ございませ

んか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第３・議案第３１号「忠岡町立学校の府費負担教職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について」を議題と 

いたします。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 
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石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忠岡町立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則の一部改正する案についてご説明させていただきます。 

２７ページをお願いいたします。 

本件は、令和元年 10月 18日付、何々市（町村）立学校の府費負担

教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（準則）の一部改正

に伴い、別添のとおり、本町立学校の規則の一部改正につきまして、

提案させていただくものでございます。 

２９ページの新旧対照表をご覧ください。 

第４条の２の次に、（障害のある職員についての特例）として、第４

条の３第２条及び第４条の規定にかかわらず、障害者の雇用の促進

等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条にお

いて「法」という。）第二条第一号に規定する障害者である職員のう

ち、次に掲げる職員について、当該職員の特性に応じた安定的な勤

務のためにその変更の必要があると認められる場合における勤務時

間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、

別に定める。 

 一 法第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定

する知的障害者又は法第三十七条第二項に規定する精神障害

者である職員 

 二 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要

と認める職員 

説明は以上でございます。よろしくご審議の程、お願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。質疑を承ります。 

簡単に説明をお願いします。 

 

新旧対照表の真ん中にございます、障害のある職員の方が特性に応

じて安定的な勤務のために、必要性がある場合に限って勤務時間を

変えるものです。本来は、朝８時半からの勤務の場合でも１５分遅

らせ、その分終了を１５分遅らすなど割振りを行っても良いという

ものでございます。 

わかりやすい例といたしましては、小さな子どもさんがいる方が 

朝、保育所への送迎で、勤務開始時間を１５分遅らせるというのと

同様で、障害のある職員の方に特例を行うというものでございま

す。今までにもありましたように、遅出・遅帰りという保育所の送

迎の部分で適応していた部分を、障害がある教職員に対しても適応
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富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しようということです。ラッシュを避け遅れて勤務する場合でも、

公務の割振り方を配慮するということを可能にするという規則が変

わったということです。 

 

ご質疑がないようですので、日程第３・議案第３１号「忠岡町立学

校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部

改正について」を原案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

以上で、本日提出されました議案はすべて終了いたしました。 

続きまして、その他に入ります。 

 

以下の内容を報告して終了。 

１. 忠岡町立小・中学校における妊娠・出産・育児休業等に関す

るハラスメント（マタニティハラスメント）の防止及び対応に

関する指針について 

 

２. 平成３０年度忠岡町一般会計歳入歳出決算認定（教育関係）

について 

 

３. 忠岡町教育委員会後援名義使用許可について 

 

４. 令和元年 第１１回教育委員会定例会議の日程について 

 

 


